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保
険
プ
ー
ル
に
ワ
い
て

第
四
十
三
巻

-l; 

C 

第
五
銑

世1

保

険

フ

yレ

Jつ

L 、

佐

波

--~..;" 

旦

我
が
岡
下
北
川
祖
に
惜
険
ア
ー
ル
ル
一
三
一
日
小
慣
習
一
れ
て
ゐ
る
も
の
は
可
岐
り
の
駄
に
の
ぼ
っ
て
ゐ
る
c

併
し
、
こ
れ
ら
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
岡
有
の
芯

昧
白
保
険
プ
ー
ル
に
属
す
る
も
の
明
じ
は
な
〈
即
な
る
刊
紙
除
丹
変
換
形
式
ゅ
に

E
K
泌
ぎ
小
川
い
コ
多
訟
の
保
険
合
船
が
弁
仰
の
元
交
悦
除
の
何
パ
ム
ー
ン

ト
か
を
相
互
に
拘
似
放
し
合
千
と
い
」
契
約
を
我
が
凶
で
は
保
険
フ

l

ル
契
杭
と
名
利
付
て
ん
と
め
て
去
一
号
。
併
し
v

外
劉
僻
ド
ド
イ
引
に
於
句
、
多
〈

行
は
れ
て
ゐ
る
保
険
プ

i
ル
は
こ
れ
と
は
契
る
組
純
を
も
っ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
、
私
は
、
こ
れ
を
も
っ
て
、
岡
有
の
意
味
の
保
険
プ
ー
ル
と
い
ふ
べ
き

で
あ
る
と
信
ず
る
。
そ
こ
で
、
私
は
、
こ
L

に
、
こ
の
闘
有
の
保
険
プ
ー
ル
に
つ
い
て
の
考
究
を
一
稿
に
ま
と
め
、
こ
れ
を
、
従
来
こ
の
意
味
。
保
険
プ

ー
ル
に
闘
す
る
文
献
。
極
め
て
乏
し
い
我
が
保
険
皐
界
並
び
に
上
惑
の
欣
惑
に
あ
る
我
が
保
険
業
界
へ
の
一
資
料
と
し
て
供
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。

蓋
し
、
か
く
す
る
こ
と
は
、
固
有
の
保
険
プ
ー
ル
の
本
質
構
造
を
明
か
に
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
も
っ
て
、
我
が
凶
に
於
て
却
は
ゆ
る
侭
除
プ
ー
ル
の

何
た
る
か
を
開
明
す
る
こ
止
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

一、
保
険
ブ

l
ル
の
意
義

保
険
プ

l
w
(
〈
同
『
包

n
r
qロ
ロ
四
回
目
】
D
c
-
)

と
は
、
二
個
以
上
の
保
険
者
が
そ
の
企
業
上
の
掴
立
を
維
持
し
つ
旨
各
自

の
保
険
の
会
部
ま
た
は
一
部
を
共
同
許
算
に
移
す
こ
と
に
よ
っ
て
再
保
険
の
数
果
を
充
分
に
翠
げ
ん
と
す
る
と
こ

ろ
の
利
害
共
同
盟
で
あ
る
。

以
下
、

こ
の
定
義
に
基
き
つ
冶
保
険
プ

l
y
に
つ
い
て
説
明
を
輿
へ
る
。

鉱
越
の
順
序
と
し
て
、

先
づ
、

保
険
プ

l
y
に
つ
い
て
大
障
の
説
明
を
し
て
置
き
た
い
。

一
般
に
、

保
険
プ
!



Y

に
於
て
は
v

党
づ
v

合
員
た
る
保
険
者
は
各
自
の
引
受
け
た
る
危
険
(
詳
言
す
れ
は
、
嘗
一
夜
保
険
契
約
に
つ
い
て
の
保
険
料
と

損
害
盟
側
責
任
)
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
プ

l
y
に
持
込
h
u
二
即
ち
、
プ

1
Y
計
算
に
移
す
。
か
く
し
て
、
こ
れ
ら
の

合
員
よ
り
持
込
ま
れ
た
る
危
険
は
混
合
せ
ら
れ
、
原
則
と
し
て
被
保
険
利
盆
の
直
別
も
亦
持
込
曾
祉
の
直
別
も
取

去
ら
れ
市
プ

1
Y
共
同
開
会
膿
と
し
て
の
計
算
に
移
さ
れ
る
。
而
し
て
、
次
に
、
各
合
員
は
か
や
う
に
混
入
営
さ
れ

た
る
危
険
金
鵠
の
何
バ

1
セ
ン
ト
か
を
引
受
け
る
。
卸
ち
、
各
合
同
員
が
一
定
比
率
に
従
っ
て
プ

l
y
共
同
韓
の
計

算
の
結
果
に
興
る
わ
け
で
あ
る
o

共
同
計
算
の
結
果
が
利
益
と
な
っ
て
現
は
れ
る

E
き
は
そ
の
利
盆
の
割
営
に
山
内

り
、
反
劃
に
、
共
同
計
算
の
結
果
い
か
損
失
と
な
っ
た
場
合
に
は
そ
の
損
失
の
何
割
か
を
負
轄
す
る
の
で
あ
る
。

弘
一
に
於
て
、

川市
L
V

の
最
初
ド
往
窓
す
ペ
事
こ
と
式
市

そ
れ
ド
叫
品
川
司
汁
資
一

υ方
宮
町
い
よ

保
撒
プ

l
uだ
い
於
て
止
、

っ
て
、
危
険
の
混
合
ま
た
は
融
合
(
百
五
E
凶
間
口
(
山
内
『
〈
四
回
出
町

rHHMmrzzmι2EUFO与
を
行
ふ
・
と
い
ふ
こ
'
ど
で
あ

る
。
卸
ち
、
こ
〉
で
は
、
ど
の
曾
員
が
ど
の
危
険
を
持
込
み
た
る
か
は
原
則
と
し
も
問
題
と
な
ら
な
い
。
た
リ
ヨ
持

込
額
と
割
営
額
と
が
一
臆
問
題
と
な
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
賄
に
於
て
、
保
険
プ

I
M
F
は
、
同
じ
〈
多
数
の
保
険

者
が
構
成
す
る
保
険
企
業
結
俗
で
あ
り
乍
ら
、

イ
ギ
リ
ノ
九
の
ロ
イ
グ
保
険
組
合
の
如
き
共
同
保
険
組
織
か
ら
も
m

亦
、
我
が
固
に
謂
は
ゆ
る
保
険
プ

l
y
か
ら
も
、
匝
別
せ
ら
れ
る
。
共
同
保
険
組
合
に
於
て
は
、
組
合
員
た
る
保

険
者
は
或
る
具
瞳
的
な
る
同
一
被
保
険
利
益
の
或
る
部
分
づ
冶
を
共
同
し
て
引
受
け
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
保
険

料
・
損
害
填
補
額
の
計
算
は
、
終
始
、
時
間
該
被
保
険
利
益
に
却
し
て
具
閥
的
に
首
該
保
険
者
間
に
行
は
れ
る
の
で

る
。
ま
に
、
我
が
固
に
謂
は
ゆ
る
保
険
プ

l
y
は
再
保
愉
相
互
組
合
(
同
R
r
g
E
n
r
2
5
m
z
q
g
-三
E
同の巾

m
g
t

保
険
プ
ー
ル
に
つ
い
て

第
凶
十
一
一
一
巻

七

第
五
競

五:

後遺「優先的利主主配首」を参照。



保
険
プ
ー
ル
に
ワ
い
ア

第
四
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三
巷

七

務
五
銃

~ 

ノ、

山
内
一
円
一
年
内
一
円
)
と
も
い
ふ
べ
〈
、
或
る
一
定
種
類
の
元
受
危
険
は
そ
の
一
定
額
を
一
定
比
率
に
従
ぴ
互
に
他
の
合
員
に

一
'
宇
再
保
険
し
合
ふ
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
ら
の
一
今
が
純
然
た
る
再
保
険
契
約
で
あ
る
た
め
に
、
保
険
料
・
損

害
填
補
額
の
計
算
は
個
々
の
具
躍
的
な
危
険
に
つ
い
て
行
は
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
に
於
て
、

乙
〉
で
は
、

共
同
計
算
に
よ
る
危
険
の
融
合
は
行
は
れ
符
な
い
。

次
い
い
は
、

保
険
プ

l
y
は
収
な
る
阿
保
険
契
約
で
峨
な
い
と
い
ふ
こ
と
T
あ
る
c
Y
E

山
守
立
保
山
ぽ
プ

l
u
に
つ
、
一

i

J

I

l

-

-

J

i

-

-

τ屡
ミ

「
保
険
プ

l
y
は
再
保
険
の
調
停
‘
h
ノ
種
で
あ

L
。
」
「
保
険
プ

1
Y
は
同
一
経
済
目
的
を
も
っ

一
種
の
再
保
険

で
あ
る
O
L

等
の
表
現
を
き
〈
O

こ
れ
は
、

プ
l
y
合
員
た
る
保
険
者
が
引
受
危
険
を
プ

l
y
へ
持
込
h
U
(
巴

=EDma

2)
こ
と
を
も
っ
て
再
保
険
の
譲
渡
と
な
し
、
プ

l
y
よ
h
，
割
嘗
を
受
け
る
(
V
2
丘一
-m巾
ロ
)
こ
と
を
色
っ
て
再
保
険

司凶

1

の
引
受
と
見
倣
す
考
へ
方
に
北
川
く
も
の
で
あ
名
。
成
る
程
こ
れ
は
お
も
し
ろ
い
説
明
の
仕
方
市
じ
み
の
忍
。
併
し
、
活

ん
ザ
は
か
や
う
に
保
険
プ

l
y
を
も
っ
て
単
な
る
再
保
険
の
複
合
躍
と
す
る
こ
と
を
得
な
い
。
何
ん
と
な
れ
ば
、
車

な
る
再
保
険
ま
た
は
複
再
保
険
は
全
然
樫
漕
主
開
を
異
に
す
る
保
険
者
聞
に
行
は
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、

保
険
プ

!
u
y
に
於
け
る
持
込
ま
た
は
割
営
は
、

プ
l
y
せ
ら
る
〉
危
険
に
閲
す
る
限
り
、
同
一
の
有
機
的
共
同
臨
内
に
於

ト
十
一

け
る
手
績
に
外
な
ら
な
い
が
放
で
あ
る
む

註
ー
な
ほ
、
ト

1
p
y
、
「
プ
ー
ル
契
約
は
、
技
術
的
閥
係
に
つ
い
て
は
ハ
存
保
険
手
績
と
被
再
保
険
手
続
と
に
分
た
れ
ム
」
O

へ
ル
マ
ン
ス

r
ル
7

ァ
、
「
保
険
プ
ー
ル
に
於
て
は
、
一
花
受
保
険
者
が
同
時
に
再
保
険
者
で
あ
る
C

」

註
2
モ
ル
デ
シ
ハ
ウ
ァ
、
「
各
プ
ー
ル
曾
員
は
、
彼
が
プ
ー
ル
に
持
込
む
填
補
危
険
に
針
し
て
再
保
険
契
約
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
の
脅
H
H
の
持
込

み
た
る
危
険
に
劃
し
て
は
存
保
険
者
な
白
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
純
粋
な
る
存
保
険
よ
り
は
懸
け
は
な
れ
た
る
一
つ
の
現
象
形
態
が
成
立
す
か
」

Thorin， P勺1..areaS5UranCe contre l'incendie， 1929 p. 45，，( V'イツ諜 Schloemer;
1).， Die Feuerruckversicberung， 1930. S. 65). Herrm:m山 ;dnder，F.， Technik und 
Bedeutung der Ruckve口 icherung，1927-S. 20. 
Moldenhauer， P.， Pool， Manes， A引， Ve日 icherungslexikon，] Au日J Sp.Z E44・
Th.orin， P.， op. cit. p. 43.; a. a. 0.， S. 63・
I-Ierrmannsdorfer， F.， Technik， S. 76 
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保
険
プ

I
M
F
は
、
他
の
造
業
部
門
に
於
げ
る
プ

1
y
.
例
へ
ば
商
品
プ

l
y
-
運
賃
プ

l
y
等
と
性
質
含
異
に

す
る
か
否
か
と
い
ふ
問
題
が
あ
る
。

な
見
に
よ
れ
ば
、

プ
l
y
そ
の
も
の
冶
本
質
は
保
険
プ

l
y
に
於
て
も
他
の

プ
I
F
に
於
て
も
何
等
異
る
B

ど
こ
ろ
は
な
い
。

保
険
プ

I
Y
に
於
て
は
、

--e語、
ふ，
t

、，

そ
れ
が
他
の
産
業
主
は
甚
だ
具

り
た
る
組
織
を
も
っ
保
険
と
い
ふ
制
度
の
上
に
立
つ
が
た
め
に
、

だ
げ
で
あ
る
。

自
ら
他
の
プ

1
Y
と
は
異
り
た
る
働
き
を
な
す

no 

~
y
T
ン
ス
ド
w
y

ア
ア
色
私
見
と
同
じ
見
解
に
立
っ
て
ゐ
る
。

叩
P
ロ門田
M

問

は
次
ι》

量fI

f且}

険
7 

yレ

1) 

午T
f~r 
士
5且
よj

す
~) 。
-， 
晶ヤ

巳

は
『
市

k
辿
段
の
特
即
日
が
乙
の
形
態
(
プ
ー
ル
を
問
、
T
)
に
与
か

(
山
町
詰

-R-)

れ
少
か
れ
闘
有
の
性
質
。
古
典
へ
て
ゐ
る
』
と
越
べ
て
ゐ
る
が
、

」
れ
と
同
じ
己
と
は
保
険
ア
ー
ル
に
い
っ
て
-
F
H

へ
る
。

他
の
如
何
な
る
純
済
部
門
に
於

て
も
見
る
こ
と
の
川
東
な
い
保
険
制
成
心
特
抗
が
保
険
フ
ル

μ
判

β

引
の
形
態
を
川
別
し
て
ゐ
る
。

A
L
〈
表
向
的
形
式
的
に
は

保
険
γ

ル
に
於
て

J
'
品
ヘ
ノ
f

レ
こ

ι
?
1
5
i
d
f
釦
こ
ハ

l

t
し

、

f
D
O
H
r

コヨ
uトハ

4
1
t
z
r
zミ
う
み
し

1
4
K
川リ

F
I
-
-
B
L
〉

=

:
i
H
u
e
-
y
t
f
h
i
l
i
u

、

Z
4
4
1
l
z
一

J

，

U

1

ロ，

f
一宇

Z
4
t
l
f一J
d
ょ
ヰ
引
?
T
訪日

J
I
1
c
-
4
4
ミ
巴

、

、

、

」
L

、v

、」

4

一一、，

B

G

h44
旬
、

d
t
:
4
r
q
J
C

』
ろ
で
、

そ
の
本
質
的
砥
別
は
次
の
如
く
で
あ
る
o
i
|
保
険
者
に
よ
っ
て
構
成
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い
他
の
ず

l
ル
に
於
て
は
、
ア
ー
ル
が
各
令
悶
よ
り

牧
人
を
集
め
こ
れ
を

一
定
比
率
に
従
ひ
割
常
て
る
と
い
ふ
と
き

そ
れ
は
少
し
も
危
険
主
権
は
な
い
。

而
る
に

保
険
プ
ー
ル
に
於
て
は
、
持
込
ま
れ

た
る
保
険
を
プ
ー
ル
全
世
に
で
受
以
り
自
ら
そ
れ
に
劃
し
て
危
険
を
措
ふ
の
マ
あ
る
。

保
険
プ
ー
ル
に
於
て
は
人
々
は
、

現
金
(
保
険
料
を
い
1

ふ
)
に
劉

し
て
臼
に
H
A
符
る
(
乱
。

Z
5
4
商
品
を
受
反
る
の
で
は
な
〈
、

そ
れ
の
或
る
金
融
的
働
き
に
於
て
一
定
の
損
山
由
主
た
は
危
険
に
封
ず
る
保
障
を
党
以
る

の
で
あ
る
。

こ
れ
が
保
険
プ
ー
ル
り
も
ワ
特
質
な
の
で
あ
る
c」

保
険
プ

l
y
そ
れ
自
身
が
利
害
共
同
盟
(
同
=
斥
B
Z
S常
E
2
-
2
E
E
T
め
る
こ
と
に
は
異
論
は
な
い
で
あ

A
う。

併
し
、

そ
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
肢
に
多
か
れ
少
か
れ
イ
ン
ア
レ
ッ
セ
ン
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
関
係
に
立
つ
保

険
者
の
聞
に
の
み
保
険
プ

l
y
の
成
立
が
可
能
で
あ
る
と
い
ふ
設
と
そ
の
反
針
識
と
が
軒
立
し
て
ゐ
る
。

前
者
の

主
張
者
に
は
」
て
〈
日
間

5
3
2
・、
(
い
『

zn-四
何
回
〕
。
・

が
あ
り
、

後
者
に
は
出
向
『
『
ヨ
但
ロ
ロ

ao『『而『
可j

が
あ
る
。

保
険
プ
ー
ル
に
う
い
て

第
四
十
三
谷

七

第
五
枕

七

M:oldenliiluer. P.， a. a. O. Sp. 1144 
H:errm:lnnsdorfer， F.， Die drgani.s~ti()n d.es Versichenmgspools， Zeitschrift 
d. g. V. W. Bd. 24. Ht 3 S. 188. 
Sandig， P. J.， Der Ver:;icherungspool， 1 '9 2~'. S. 6. 7.; Manes， A も亦この
円åndig のごヒ張1~1~正してゐる如〈で喜:l ;5 c('Manes. A.~ Versichernugswesen， Bd. 1 
5・Auft.円30.S. 152.) 
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保
険
プ
ー
ル
に
勺
い
て

第
四
十
三
巻

第
五
蹴

ノ、

七

U!J 

ヲ
グ
ナ
ア
、
寸
保
険
プ
ー
ル
な
る
も
の
は
、
常
に
、
山
運
命
共
同
開
(
印
n
F
R
E
P
-
u
m
o
E冊
目
ロ

azp)
を
意
味
す
る
e
従
っ
て
、
プ
ー
ル
に
加
入
す
る
場
合

に
も
他
の
合
員
に
謝
し
て
強
い
信
頼
が
疎
め
存
在
し
な
け
れ
ば
な
、
b
な
い
。
一
般
的
に
、
既
に
密
接
な
る
利
害
共
同
的
関
係
に
立
り
合
一
枇
の
恥
が
保
険

プ
ー
ル
を
設
立
し
得
る

m
で
あ
る
。

ク
ル
シ
ガ
ア
、
「
プ
ー
ル
契
約
は
、
保
険
制
度
に
於
て
も
毎
々
強
く
な
り
つ
λ

あ
る
企
業
集
巾
傾
向
と
級
め
て
密
接
に
閥
係
を
有
ず
る
2

そ
し
て
二
O

E
7
l
f
p
契
約
は
、
一
般
的
に
は
、
多
か
れ
少
か
れ
利
害
共
阿
世
的
閥
係
に
立
つ
曾
社
の
問
の
み
に
締
紡
さ
れ
む
己

{
ル
マ
ン
ス
ド
ル
フ
ア
、
一
ー
併
し
乍
ら
、
資
際
に
於
亡
は
、
ク
ル
シ
ザ
ア
り
こ
心
主
伝
ほ
是
認
せ
ら

μ
な
い
。
山
市
f
Q
、
相
互
的
に
み
て
く
依
存
閥
係
な

型
約
一
昨
の
川
に
プ

1
1
F
艶
約
M
M

附
紡
せ
ら
れ
と
。
寧
ろ
、
プ
ー
ル
蛇
豹
は
利
諸
共
阿
例
仙
川
県
れ
の
…
純
で
あ
る
主
い
に
二
、
占
有
子
、
あ
る
じ
。
r

l
ル
契
約
の

締
結
に
よ
っ
て
始
め
て
利
害
共
同
世
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
」

思
ふ
に
、

こ
の
問
題
は
、

間
早
に
保
険
。
フ

l
y
の
み
に
闘
す
る
問
題
で
な
く
肢
く
他
の
一
般
の
プ

l
y
に
於
け
忍

問
題
で
Y
も
み
る
。

解
の
分
れ
る
問
題
で
も
あ
る
。

こ
〉
で
は
、

ま
た
、
何
を
も
っ
て
イ
ン
テ
レ
ッ
セ
ン
グ
マ
イ
シ
シ
ャ
フ
ト
で
あ
る
と
す
る
か
に
よ
っ
て
も
見

ン
の
定
義
に
従
っ
て
こ
れ
を
解
す
る
と
し
て
、
こ
の
問
題

9
1
7
マ

に
劃
し
て
は
、

最
も
正
し
く
、

次
の
や
う
に
解
答
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

プ

l
y
は、

或
る
場
人
骨
に
は
既
に
利
害
共

同
盟
的
関
係
に
立
っ
て
ゐ
る
合
枇
の
問
に
組
織
き
れ
、

或
る
場
合
に
は
何
等
か
〉
る
闘
係
な
き
舎
祉
の
聞
に
も
成

L
L
t
J
5
0
 

-、
4

・「

--EV泊、

み
J
a

、4

肢
に
多
か
れ
少
か
れ
利
害
共
同
盟
的
闘
係
に
立
つ
命
日
祉
の
聞
に
は
、

企
業
の
安
全
を
岡
る
た
め

に
協
同
、

従
っ
て
、

。フ

l
y
が
よ
り
容
易
に
成
立
し
易
い
と
い
ふ
だ
け
で
あ
る
。
併
し
、

そ
れ
ぞ
組
織
す
る
こ
と

に
ょ
う
て
、

危
険
の
平
均
そ
の
他
の
目
的
が
達
成
さ
れ
き
へ
す
れ
ば
、

曾
枇
の
聞
に
も
プ

l
y
成
立
の
可
能
性
は
充
分
存
在
す
る
。

註
1
、
り

l
フ
マ
ン
、
「
二
制
ま
た
は
三
個
旬
、
稀
に
は
こ
れ
以
上
多
数
の
樹
立
の
企
業
が
、

こ
れ
ま
で
何
等
依
存
的
闘
係
を
も
た
な
い

そ
の
利
潤
を
一
定
の
標
準
に
従
う
て
分
配
す
べ
き
こ
と

、Vag~er， H.， Gnmdzuge der Rückversjcherllugstec h.nik~ 1933. Sリ 27・
Crllciger~ G.， Ruckve円 iche.rungvon h.eute~ Vero町entbcbungend田 Deutschcn
Verein亘 furVersich.erLlngswi崎 en叫 haft，Ht. 38.， S" 2仰
Herrmannsdorfer， F.， Technik.. S. 79 
Liefmann， R.， Kartelle llnd Trusts， 1922， S. 199 
Ritter， C.， Das Recht der Seeversicherung， Bd. 1. 1922， S. 158， 
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を
約
定
す
る
と
き
こ
り
閥
係
を
利
害
共
同
韓
と
い
ふ
。
」

註
宮
、
保
険
ア
ー
ル
ま
た
は
一
般
の
・
ア
ー
ル
の
法
律
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
リ
ツ
タ
h
、
へ
ル
マ
ン
ス
ド
ル
フ
マ
パ
、
烏
賀
陽
博
角
等
と
と
も
に
、
私

は
こ
れ
を
、
濁
逸
民
法
七

O
五
保
、
日
本
民
法
六
六
七
僚
に
規
定
す
る
組
合
の
一
種
で
あ
る
と
解
す
る
。

=
、
保
険
ブ

l
ル
の
目
的

保
険
プ

l
y
日
各
ミ
の
場
合
に
於
て
そ
の
存
立
の
目
的
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
考
察
し
ゃ
う
。

、、
.F'

，
旬
、
保
険
f
l
y
の
最
も
重
要
な
る
目
的
は
危
険
の
融
合
を
闘
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
い
ふ
ま
で
も
な
く
、

こ
れ
は
、
本
来
、
保
険
制
度
そ
の
ち
の
〉
嬢
フ
て
立
つ
ぺ
き
不
可
憐
な
基
礎
で
あ
っ
て
、
保
険
プ

1
Y
は
こ
の
悲

ド
r

'

h

a

L

T

J

:

B

J

)

、

，

町

》

A

J

1
ノ

4
3
1
t
y・
:

，

込

u

e

惜
を
よ
ト
ノ
市
HYP川

i
c
c
t
y一

11ftJqJdd-
〆

u
f
4ノザ
J
お
A
1
v
i
7
4
i
説
誌
な
し

い
ま
、
保
険
者
が
被
保
険
者
よ
り
或
る
種
の
危
険
を
引
受
け
た
が
、
こ
の
危
険
は
自
枇
に
於
て
充
分
多
数
に
集

め
ら
れ
得
な
い
。
印
ち
、
そ
の
危
険
は
白
祉
に
於
て
融
合
度
が
不
充
分
で
あ
る
。
従
っ
て
、
彼
は
こ
の
危
険
の
引

受
に
於
て
は
偶
然
偏
俸
の
支
配
を
受
け
日
現
い
。

こ
の
や
う
な
場
合
に
は
、
彼
は
こ
の
危
険
を
他
へ
再
保
険
し
ゃ
う

と
努
め
る
の
で
あ
る
。
併
し
、
こ
れ
に
鷹
A
V
る
適
営
な
る
再
保
険
者
は
必
宇
し
も
常
に
容
易
に
見
出
し
科
る
も
の

で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
、
に
保
険
者
の
多
数
日
か
相
集
り
て
プ

l
y
e
e
組
織
す
る
と
き
に
は
、
彼
等
が
互
に
こ

の
種
の
危
険
を
プ

l
y
に
持
込
み
集
合
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
嘗
該
種
類
の
物
件
は
充
分
に
多
数
と
な
り
、

も
っ
て
、
現
貨
に
竣
生
す
る
保
険
事
放
を
し
て
大
教
法
則
の
趨
用
に
よ
り
抽
出
期
せ
る
と
こ
ろ
の
事
故
殺
生
の
確
率

に
充
分
近
か
ら
し
め
得
る
の
で
あ
る
。
印
ち
、

こ
の
限
り
に
於
て
は
、
そ
の
穫
の
物
件
の
引
受
に
つ
い
て
危
険
が

保
険
ず

l
b
に
つ
い
て

策
四
十
一
之
容

第
五
披

プL

七

五

IIerrmann.;dorfer， ]~'.， Wesen und Beh:lllc.lInng dcr RuckveT!:iicheTung， 1924・S.
29 
烏賀陽博 l、jlf保険四意義:設に挫11(，ご就いで、法革論議17巻 p.201. 
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保
険
プ

1
ん
に
つ
い
て

第
四
十
三
を

寸ゴ

〆、

第
五
時
都

C 

解
消
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
姦
に
於
て
、
彼
は
充
分
に
型
車
固
な
弓
基
礎
に
立
っ
て
保
険
事
業
を
管
み
得
る
。
而
し

て
な
ほ
こ
の
こ
と
は
保
険
者
の
引
受
能
力
を
も
増
大
せ
し
め
る
こ
左
冶
も
な
る
。
蓋
し
、
保
険
者
は
、

プ

l
y
の

設
置
に
よ
句
危
険
の
融
合
が
可
能
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

3
も
な
く
ば
非
常
に
高
卒
の
保
険
料
に
よ
ら
古
れ
ば

引
受
り
絡
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
見
約
佐
、

よ
り
低
率
な
る
保
険
料
を
も
っ
て
充
分
安
全
に
引
受
け
得
る
に
至
る
か

ら
で
ゆ
め
の
る
。

、‘盲目，l

、
'L℃ふ
1Rιf司4
U
己
〉

ι担坦-、〕)伽仔
lrρ?-1lJ2む私fC之に干-「、ナ7
b

)

》

ド

r
9
3主
J

、ヤ、?l

、

川
判
悩
M
1
4

カ
d
J〆
司
事
。
宇
治
1
4
4
1
6
5
l
rベ
、

{

】

J
4
f
J
1

J
E

、、
在
す
る
と
き
に
は
、

ぺL
h山
i

司
宮
A
h

ソ
吻
止
に
と
吃
ヘ
汀
多
岐
ヨ
注
可
ニ
ト
げ

J

E

-

-

〈

4
4
7
J
f
J
I
l
-
-
l
l
つつ

そ
の
保
険
事
故
稜
生
率
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
を
充
分
正
確
に
漁
期
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
併

し

問
題
の
一
物
件
の
保
険
金
額
が
他
の
同
種
の
物
件
の
そ
れ
よ
h
主
唱
し
く
大
き
い

E
き
に
は
、
同
種
物
件
杢

群
に
つ
い
て
の
事
故
後
生
率
は
充
分
正
し
く
漁
期
し
待
て
も
、
若
し
そ
の
事
故
が
こ
の
一
物
件
に
つ
い
て
殺
生
す

る
と
せ
ば
、
保
険
者
は
損
害
填
補
の
た
め
に

E
額
の
支
出
を
必
要
ど
す
る
に
至
る
。
こ
れ
は
保
険
者
と
し
て
営
拡

逝
く
べ
き
事
業
危
険
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
彼
は
そ
の
一
物
件
に
つ
い
て
同
種
物
件
群
に
於
け
る
平
均
保
険
金
額
ぞ

超
ゆ
る
額
は
こ
れ
を
他
へ
再
保
除
し
ゃ
う
と
努
め
る
。

'
i
l敷
島
十
的
危
険
論
に
よ
る
も
、
一

l

互
に
樹
立
な
る
同
種
の

契
約
の
杢
保
険
金
額
一
か
一
定
な
る
場
合
.
そ
の
半
均
危
険
金
額
を
瓶
一
小
な
ら
し
め
る
に
は
各
契
約
の
保
険
金
額
を

互
に
等
し
く
す
べ
き
で
あ

L
o」
i
lし
か
る
に
、

E
大
な
保
険
金
額
を
も
っ
物
件
の
再
保
険
を
引
受
け
符
る
再
保

険
者
は
必
や
し
も
常
に
存
在
す
る
も

ωで
は
な
い
、
迫
嘗
な
る
再
保
険
者
を
見
出
し
符
5
n
o
場
合
に
屡
ミ
出
喰
す

そ
こ
で
、
彼
は
止
な
な
く
営
該
物
件
の
元
受
を
粒
絶
せ
輔
さ
る
を
得
な
い
。
併
し
、
も
し
こ
〉
に
彼
等
保
険
者
一
か
多

1 ) OiIl fj 1'(円台朗著保険む殿、 p.5(). 
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数
集
っ
て
保
険
プ

l
y
を
組
織
す
る
と
せ
ば
、
多
数
合
同
員
間
の
危
険
分
権
に
よ
っ
て
、

プ
I
M
F
会
睡
の
引
受
能
力

が
或
る
程
度
ま
で
昂
か
ま
り

E
大
な
保
険
金
額
を
も
っ
物
件
も
屡
ミ
容
易
に
消
化
せ
ら
れ
符
る
。

か
く
し
て
、
保

険
者
は
プ

l
u
y
を
背
後
に
も
つ
こ
と
に
よ
り
さ
も
な
く
ば
桓
絶
ぜ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
物
件
を
屡
ミ
引

受
け
得
る
こ
と
〉
な
る
。
一
般
に
、
プ

l
y
が
著
大
な
弾
力
性
含
有
す
る
と
い
は
れ
ま
に
、
保
険
プ

l
y
設
立
の

目
的
は
再
保
険
市
場
の
狭
院
に
因
る
不
利
不
便
を
排
除
せ
ん
と
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
は
る
冶
は
こ
の
と
左
を
指

す
の
で
あ
る
。

ワ
グ
ナ
ア
、
「
再
保
険
γ

1

ル
と
は
再
保
険
市
場
狭
晦
の
た
め
に
呼
び
起
さ
れ
た
る
克
受
保
険
者
の
自
己
救
消
脳
波
で
あ
る
。
」

ト

1
リ
ン
，

l
成
る
保
険
部
門
ド
ド
於
て
付
、
ア
ー
ル
の
組
織
は
、
孤
L
i

せ
る
場
合
に
於
け
る
保
険
刊
枇
の
引
受
能
力
を
若
し
〈
H

叩
め
品
た
め
に
要
求
せ

ち
れ
と
)
7
1
L
は

.
t
し
trt
れ
が
対
際
竹
に
飢
附
せ
ら
品
、
tλ
に
、
」
し
4
J

で
別
立
-
仰
の
山
内
除
件
一
耐
ド
於
て
は
仏
政
心
的
仙
悼
と
な
j

相村山、
hr

り
た
危
険
の
純
時
に
ま
で
も
引
受
を
擁
大
ず
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。
」

‘、、.，
 

統
計
資
料
等
は
極
め
て
不
充
分
で
あ
っ
て
保
険
料
率
の
算
定
・
保
険
傑
件
の
設
定
等
に
も
確
な
基
礎
が
奥
へ
ら
れ

一
般
に
、
保
険
者
が
新
種
の
保
険
業
務
を
開
始
し
ゃ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
保
険
に
つ
い
て
の
経
験
・

な
い
。
従
っ
て
、
新
種
保
険
の
開
設
に
は
多
大
引
事
業
危
険
が
仲
ふ
。
そ
こ
で
、
保
険
者
等
は
か
や
う
な
場
令
彦
、

ミ
相
集
り
て
保
険
プ

l
ケ
伊
}
組
織
し
各
自
の
引
受
け
た
る
契
約
を
す
べ
て
プ

l
y
の
共
同
計
算
に
移
し
事
業
上
の

危
険
を
舎
員
す
べ
て
が
分
権
し
〉
つ
漸
次
営
該
新
種
保
険
趨
管
上
の
基
礎
準
備
ぞ
整
へ
る
の
で
あ
る
。
か
や
う
に

保
険
プ

l
y
は
屡
ミ
新
種
保
険
業
務
開
始
の
た
め
の
一
手
段
と
し
て
利
用
せ
ら
れ
ふ
c

五
口
ム
ザ
は
そ
の
適
例
と
し
て
、

世
界
大
戦
前
の
自
動
車
保
険
プ

l
y
、
大
戦
中
に
殺
生
せ
る
戦
時
生
命
保
険
プ

l
y
、
大
戦
後
の
輪
出
信
用
保
険

保
険
プ
ー
ル
に
つ
い
て

比
中
川
十
三
谷

じ

F じ

第
五
腕
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保
険
プ
l

b
に
う

ν
て

第
四
十
一
一
一
答

七

三

八

第
五
披

一・

プ
l
y
、
今
日
ヨ
!
ロ
ツ
バ
に
於
て
概
め
一
て
盛
ん
な
る
航
宰
保
険
プ

l
y
等
を
恥
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。

い
ふ
ま

で
も
な
〈
、

こ
の
や
う
な
目
的
の
た
め
に
設
立
さ
れ
た
る
プ

l
y
は
常
然
営
該
保
険
事
業
経
特
上
に
必
要
な
る
材

料
ま
た
は
基
礎
の
整
備
と
〉
ち
に
解
消
す
べ
き
で
あ
つ
も
、

ま
た
賞
際
に
於
て
も
、
新
種
保
険
が
新
種
保
険
た
る

域
を
脱
す
る
と
冶
も
に
、

か
〉
る
プ

l
u
F
の
多
く
は
解
散
H
T
K
円
ヴ
て
ゐ
る
。

尤
も
、
他
の
目
的
の
に
め
に
は
、

新
種
保
険
の
域
を
股
し
た
後
に
於
て
も
、

プ
l
y
ば
そ
の
ま
、
存
顧
す
る
。

1

1

I

t

 
---w 

副
由胴-(

 

V

キ」九

:
"
'
k
p
b
~
l
d
田
川
什
叶

d

h

'
〉
れ
え
引
日

.
1
r
e
ノ
叫

4
1
i
b恥

h

1

U

}

J

ノ

l
一

c
T食品
r
4
l
u
E
}
、
F
P
F
E
-
-
F
J
I
1
4刷
稀

2
f
z

L
'
'
W
J
叶
士
〈

FEr--7
叩
唱
h
比
一

?

3

1
正

l
川
三
戸
川
円
M
M
M
hヌ
オ
司
川
吸
い

μ
R
I
F
F
h
u
y
a

一
日
同

'

I

1

f

J

 

3
r
k川
内

.
y
f

2
乍
レ
肌
凶

ρ
即

J

険
者
が
め
り
彼
は
保
険
料
の
甚
‘
忙
し
き
切
下
げ
に
よ
っ
て
そ
の
市
場
の
席
捲
を
企
て
る
。

か
く
て
、

他
の
弱
小
A
M
H

枇
等
は
極
め
一
て
貧
弱
な
業
績
に
て
満
足
す
る
か
ま
た
は
進
ん
で
川
盟
の
庇
護
の
下
に
集
閲
す
る
か
、

何
れ
か
を
探

ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
し
こ
の
弱
小
倉
枇
に
し
て
充
分
多
数
に
存
在
す
る
と
き
は
、

彼
等
は
プ

l
u
y
を
構
成

し
て
一
方
に
は
引
受
危
険
の
融
合
を
司
能
と
な
し
他
方
に
は
業
務
の
集
中
的
管
理
に
よ
っ
て
諸
費
用
?
節
約
し
得

か
〈
て
多
数
合
員
の
共
同
責
任
の
下
に
戦
ひ
に
酬
ゆ
る
こ
と
が
出
来
る
つ

て
、
保
険
料
率
の
引
下
げ
に
成
功
し
、

か
や
う
に
プ
ー
ル
が
競
争
へ
の
劉
抗
手
段
と
し

τ用
ひ
ら
れ
た
る
場
合
に
ウ
い
て
は
再
々
は
幾
多
の
例
を
皐
げ
得
る
が
、
こ
L

で
は
そ
の
特
異
な
る

例
と
し
て
、
保
険
プ

l
t
p
が
保
険
岡
持
に
封
十
る
防
止
手
段
(
〈
E
w
m
z空
白
出

E
言
。
ご
と
し
て
刈
ひ
ら
れ
た
る
場
合
に
や
い
て
述
べ
て
m
広
島
'
列
。

前
世
紀
八
十
年
代
、
ド
イ
ツ
で
は
〆
イ
エ
ル
ン
圭
設
群
地
B

と
し
て
、
火
災
保
険
そ
の
他
の
保
険
事
業
を
岡
持
化
せ
ん
と
す
る
在
勤
が
検
め
て
盛
ん
で

あ
っ
た
。
科
替
保
険
が
根
情
的
要
求
宇
一
充
足
す
る
こ
と
に
は
無
能
力
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
の
謹
言
と
し
て
、
保
険
闘
棒
論
の
婚
護
者
た
ち
は
こ
の
営
時

の
或
る
喝
の
建
物
或
る
地
方
に
於
け
る
物
件
に
つ
い
て
の
保
険
に
よ
る
保
障
り
貧
弱
な
る
扶
態
を
繰
返
し
て
強
制
し
た
。
保
険
岡
雄
官
論
は
次
第
に
勢
力

走
婚
し
て
来
た
。
こ
L

に
於
て
常
時
の
私
替
保
倹
曾
枇
の
多
数
は
保
険
ア

l
川
を
設
置
し
て
こ
り
犠
烈
な
保
険
岡
管
諭
に
鈎
抗
し
そ
れ
の
貸
現
を
防
止

Sandig， T. P.， a. a. 0.， S. 12;; 
10) 吾tindig，J. P.， a. a. _ 0.， t~. IZ4-IZ6. 
Sandig， J. P.，-a. 3.. 0.， S. 126. 121・

11) 但し、 この場合の保険プールが Eの稗度主で、と誌に訓」、同省の;長!日、の
保険プールでもあったかは問題である。
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し
得
た
O

で
あ
る
。

な
ほ
♀
れ
と
相
前
後
し
て
有
償
謹
券
郵
便
物
保
険
弓
2月

Z
T耳
目

2
2
2
r
2
-
2珂
}
に
つ
い
て
も
阿
様
な
問
題
が
起
っ
た

3

二
の
叩
の
保
険
は
一
八
四

ヘ
平
主
で
は

v
f
y
に
於
て
閣
待
郵
便
の
管
轄
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
は
民
間
の
諸
合
枇
の
手
に
よ
っ
て
経
傍
せ
ら
れ
て
ゐ
た
。
と
こ
ろ

J

、、-3 一

一
一
凡
七
Q
年
代
に
閥
且
官
邸
同
が
再
び
こ
れ
を
自
己
の
繍
占
的
支
把
の
ド
に
位
か
う
止
し
た
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
て
民
間
の
諸
保
険
合
一
枇
は
区

『

D
r
w『
2
u
z
=
ヨ丙

-m
ゆ
『

aF河
辺

-
3園
内
い

vsa2u『
山
小
女

U
F
O
司
巴

2
四
ω
4
ぬユ
V
2
3
L

制
の
準
備
金
を
設
け
て
一
八
七
二
平

を
組
織
し
、
再
び
園
替
郵
便
を
し
て
か
L

る
鈎
占
を
企
つ

る
を
得
ざ
ら
し
め
た
。

と
こ
ろ
で
、

日
比
川

L
f

ば
、

か
や
う
な
保
険
岡
符
に
封
す
る
防
止
手
段
と
し
て
の
保
険

.
7
l
y
を
も
っ
て
、

-
-
J
目主

b
l
t
¥
一

"H斗

な
る
過
去

ω問
題
に
過
ぎ
ぬ
と
し
て
片
付
け
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
現
貨
の
生
々
し
い
問
題
と
し
て
轍
出
信
用

さ i以:
れ fe:
〆コぞ

~~ 0) 

あ fHii
るの
か fzt
ら R87
寸7σ1
ゐ id|
るlJ1JEト

。1t

':J 

日記

れ

1，，1 

lノ
坑》

7 
JJ" 

ifc 
大
な
I'm 
jalj 

ん
『
や
r
i
メ
'tL
ご
み
に
民
間

の
静(ホ)
在
的
競
争
Uコ
徐
t也
を
残
し
て
ゐ
る。

保
険
プ

l
y
は、

他
の
一
般
の
プ
1
Y
L」
等
し
く
、

プ
l
リ
ン
グ
の
技
術
的
方
法
自
身
の
う
ち
に
舎
員
問

印
ち
、

合
員
は
持
込
契
約
額
を
増
大
す
る
二
主
に
よ
っ
て
次
年
度
に
於

て
自
己
に
割
蛍
て
ら
る
べ
き
比
率
を
瞭
大
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
、
他
方
に
於
て
、
保
険
プ

l
y
は、

プ
I
Y
持
込
保
険
の
料
率
を
協
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
間
接
に
、
一
冗
受
保
険
料
率
を
協
定
す
る
結
果

E
な
っ
て
、

同
業
者
間
の
料
率
切
下
げ
に
よ
る
元
受
引
受
競
争
を
制
限
す
る
と
い
ふ
致
呆
を
も
っ
て
ゐ
る
。

吾
ム
ザ
の
到
底
見
逃
し
得
ま
る
所
で
あ
る
。
尤
も
こ
れ
は
保
険
プ
1

Y
の

こ
れ
は
保
険
プ
!

Y
と
し
て
は
重
大
な
る
効
果
で
あ
っ
て
、

み
が
濁
自
に
も
ち
得
る
殻
果
で
は
な
く
他
の
一
般
の
プ

l
y
に
於
て
も
等
し
く
見
ら
る
冶
所
で
あ
る
。

保
険
プ
ー
ル
に
つ
い
て

第
四
十
三
巻

七

1u 

t
F
五
抜

一

Sandig， J. P.， <l.. a. 0.， S. 127・
このことは我が同の詞はゆる保険プ開 pι 特に海上積荷保険プールに於て強調
せられ得る。 gpち、とれらのプールはfO:険の融合のため主いふことよりも保険
料率四協定のために設立されたものと ií~ は 1叫IF る〉
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保
険
プ
ー
ル
に
づ
い
て

第
四
十
=
一
容

七
凶

C

第
五
就

匹l

一
般
に
、
保
険
プ
ー
ル
は
契
約
縦
攻
と
し
て
、
{
各
抗
日
込
令
枇
ハ
保
険
料
ノ
引
下
ゲ
-
一
ヨ
リ
テ
モ
亦
被
保
険
者
-
一
ト
り
テ
士
官

別
ナ
ル
保
険
株
件
ヲ
提
供
λ

ル
「
一
ト
-
一
ヨ
n
y

テ
モ
競
宇
ヲ
伐
λ

コ
ト
ヲ
帆
刊
JI
」

2
規
定
し
て
ゐ
る
。

な
ほ
、

AJ
ゅ
の
た
め
に
、

、Jへ
、
保
険
者
は
保
険
プ

I
Y
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
自
が
入
壬
〈
別
ミ
に
業
務
を
行
ふ
と
き
に
要
す
る

〆，.、、

費
用
の
一
吋
成
り
大
き
い
部
分
セ
節
約
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

こ
の
こ
と
は
保
険
プ

l
y
の
業
務
械
棋
に
つ
い
て
如

る
な
ら
ば
吾
φ

の
容
易
に
閣
は
解
し
得
る
事
柄
引
」
あ
る
。
保
険
プ

1
Y
の
設
置
に
よ
っ
て
、
加
担
保
険
者
は
強
力
な

}
f
r
i
V
N
t
A
3
1
-
0
9
u
l』
岨

肉

、

ノ

a
i
t
ι
.
1
B
-

4
4
日
rnhkぴ
担

-H川

1
M
M
m
z
a
y
H
』ト

44L
ペ
J
f
r
臼
v
v
y
t
d本
t
J
G
J
f
u

:
|
一

;

i

d

-

-

，，

Y
』

Z
J
、ノ

114'a

トJ
3

、
r
b
t
h
'
A
L
b
k
~
リ
マ
1
2
7
副

・

f
b
Y
4
J
'
I
，L
齢
、
，
}ν

ド

E
-
「』イ
J

3

3

R
〉

L
J
F
S
B
ノ
コ
ノ
/

c

u

u

h

出
h
1
3
4
J企
ふ
仁
危
ク

p
{
W

』町、
J

マl
J咋
t
n
M
H

恥、
fν

レi

l

i

d

-

-

l

l

a

J

i

ノ

‘

i

得
る
。
以
前
の
や
う
に
彼
等
は
迫
営
な
る
再
保
険
者
を
見
出
す
こ
と
に
奔
命
し
幾
度
も
交
捗
を
繰
返
す
煩
雑
か
ら

免
れ
る
。
た
Y
単
な
る
再
保
険
通
知
書
の
後
廷
に
て
足
り
る
。
而
も
元
受
契
約
締
結
の
都
皮
こ
れ
を
な
す
を
要
し

n
t
F

、。

ず，一
'
h
u

一
定
期
間
(
多
〈
は
一
ヶ
互
に
一
度
そ
の
期
間
に
引
受
け
た
る
契
約
に
つ
い
て
プ

l
y
へ
通
知
す
れ
ば
よ
い
。

保
険
料
並
び
に
損
害
填
補
金
の
精
算
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
一
プ

l
y
計
算
期
間
ま
に
は
一
年
に

一
度
行
は
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
著
し
く
手
数
を
省
略
し
縛
る
三
E
E
m
E
o
p
a
に
よ
っ
て
な
さ
れ

る。

か
く
し
て
、
諸
種
の
糧
費
・
勢
務
は
甚
だ
し
く
節
約
さ
れ
る
。
而
し
て
、
経
費
の
節
約
は
直
接
に
附
加
保
険
料

卒
の
引
下
げ
と
な
っ
て
現
は
れ
、
こ
の
方
面
か
ら
も
保
険
プ

1
Y
は
管
業
範
闘
を
蹟
大
す
る
の
致
力
を
有
す
る
。

一
、
固
有
の
保
険
ブ

l
ル
と
然
ら
ざ
る
保
険
ブ
ー
ル

世
上
、
保
険
プ

l
y
と
い
は
る
〉
も
の
に
は
如
何
な
る
性
質
の
も
の
が
あ
る
か
。

い
ま
、
固
有
の
保
険
プ

l
y

Cruciger， G.， Die Prolxis der RV. S. 255， PoolvE:rtrag，日 14
Herrmann討dorfer~ F.， Technik. S. 76. Cruciger，. G.， Die' Praxis der RV.~ S. 
88.; derselbe， VE~r凸ffentlichungen d. D. V. f. V. W. Ht. 38.， ~、 290， 291. 
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の
性
質
を
明
か
な
ら
し
め
る
意
味
に
於
て
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
簡
略
に
説
明
し
ゃ
う
。

4
・
、
保
険
者
プ

l
y
と
保
険
代
理
人
プ

1
y

こ
れ
は
プ

l
y
構
成
者
の
匝
別
に
従
つ
て
な
さ
る
冶
分
類
で
あ
る
。
保
険
者
プ

l
Y
2
2
m
Z
R
E『

門

2
3
0】

)
k

は
保
険
者
が
相
集
っ
て
構
成
す
る
プ

!
Y
で
あ
っ
て
保
険
に
於
け
る
プ

l
y
の
主
要
な
る
も
の
で
あ
る
。
私
が
こ

の
稿
に
於
て
封
象
と
す
る
も
の
も
亦
亡
の
保
険
者
プ

l
y
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
保
険
代
理
人
プ

l
y
(〈
内

?

は
多
数
の
保
険
者
と
代
理
闘
係
を
結
べ
る
た
ず
一
人
の
保
除
代
理
人
の
構
成
す
る
保
険
プ

I
Y
で
あ

っ
て
、
特
に
海
上
商
業
都
市
に
於
て
多
く
見
出
さ
る
〉
組
織
で
あ
る
。
こ
の
代
理
人
は
多
数
の
保
険
者
か
ら
保
険

円
『
内
庁
内
『
℃
。
。
一
)

UJ、
河
J
E
l
E
L
〕ノ

t
ト

Z
R包
9

事
九
河
晶
、

I

Iし
沼

市

A

S

i

p

-

叩:

事
市
日
J
B
U
Y
-
寸
布
告
働
H63↓

t
J
l
h
f
J
T
ち

品、
-

}

L

P

V

げ
仲
ケ
ホ

y
t
F
E
r
-

九
J
V

F
l
j
f
t
可

-
J
l
川
斗
お
ヰ
ご
潟
干

J
j
c

f1f' 
し

と
の
場
ん
h

問
訴
す
ぺ

決
d
v
-

、》】+」刷、

こ
の
代
理
人
プ

l
y
に
於
で
は
蛍
該
多
数
の
保
険
者
が
深
〈
立
入
っ
て
結
合
閥
係
を
形
成
し
て
ゐ
な

い
と
い
ふ
事
責
で
あ
る
。
印
ち
、
純
粋
の
共
同
保
険
契
約
が
た
Y
保
険
プ

l
y
契
約
と
呼
栴
せ
ら
れ
で
ゐ
る
に
過

ぎ
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、

こ
れ
を
保
険
プ

l
y
と
呼
ぶ
の
は
保
険
プ

l
y
に
つ
い
て
の
人
ゅ
の
概

念
炉
明
確
か
}
快
い
て
ゐ
る
こ
と
に
起
因
す
る
。

口
、
畳
一
正
保
険
プ

l
y
と
似
市
非
保
険
プ

l
y

こ
れ
は
プ

l
y
合
員
の
責
任
の
限
度
を
匝
別
の
標
準
と
す
る
と
こ
ろ
の
分
類
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
真
正
保
険

プ
l
y
(
2宮
内
『
〈
m
E
n
Y
2
5明
M
3
0一
)
に
於

τは
各
命
同
岡
田
.
は
す
べ
て
の
危
険
を
連
帯
責
任
を
も
っ
て
相
互
に
引
受

け
る
。
合
員
の
う
ち
一
人
に
て
毛
損
害
填
補
能
力
を
失
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
た
め
に
生
宇
る
墳
捕
の
不
足
額
は
、

保
険
プ
ー
ル
に
つ
い
て

第
四
十
三
巻

七
四

策
五
競

五

S1indig， J. P.， ;1. .. 0.， S. 18. 
保険イセ開人プール叩事例については、I:luebner，日 S.，Marine ][n，SUfan田 ，1920 
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保
険
プ
ー
ル
に
つ
い
て

第
四
十
三
巻

第
五
競

他
の
命
日
員
の
問
に
或
は
同
一
比
率
仁
よ
り
或
は
所
定
の
比
率
に
よ
っ
て
割
嘗
て
が
な
さ
れ
ら
。
し
か
る
仁
、
似
而

七
四

一
一← ノ、

非
保
険
プ

l
y
(
Zロ
2
宮
内
『
〈

m
g
E
E
Eロ
宮
古
己
)

に
於
て
は
合
同
員
の
出
世
帯
責
任
は
紋
如
し
て
ゐ
る
の
個
A

吋
の
曾
員

は
そ
の
分
櫓
割
合
(
回
目
E
z
m
zコ
m
Z
E
D
R
)
の
高
さ
に
従
つ
て
の
み
責
任
を
負
ふ
。
従
っ
て
、
曾
員
の
或
る
も
の
が

填
柿
文
緋
能
力
を
触
り
ば
そ
の
者
の
分
捻
割
営
額
は
そ
め
り
丸
ク
を
元
受
し
た
る
合
員
が
こ
れ
を
負
捨
し
な
り
れ

グ

」

山

助

、

コ

1，
r

L
円ノ

r
a
i
4
1
h
'
p
r，
匹

、

、

"

一

M
u
t
-
=
L内

C
1
J
I
，

-

m

〉

け
り
な
ら
む
L
ご
、
H
4
g
'引
江
一
台
『
↑
F
力
安
弘
す
る
と
L
J
:
1
〈
十
い
こ
¥
，
ヴ
し
わ
し
発
〈
同
町
足
と
な
・
[
7
L

E
・
保
政
プ

l
刃
契
約
飾
羽
・
一
フ
1
w
F
A
W
U
長
ノ
ウ
ヲ
4
1
排
能
力
ヲ
紙
夕
コ

t
一
一
ヨ
リ
ラ
生
プ
ル
損
失
一
一
山
ノ
イ
一
7
ρ

残
飴
ノ
人
判
H
E
ツ
ノ
割
官
ノ
北
部

4
 

従
ヒ
責
=
任
1
ル
モ
ノ
ト
ス
」

我
が
聞
に
於
て
一
一
般
に
保
険
プ

l
y
と
言
ひ
慣
さ
れ
で
ゐ
る
も
の
は
、
連
帯
責
任
の
敏
如
せ
る
鈷
に
於
て
は
、

こ
の
似
而
非
保
険
プ

l
y
と
同
様
で
め
る
。
こ
う
で
は
、
合
員
は
元
受
契
約
の
一
定
額
を
所
定
の
比
率
に
従
っ
て

相
互
に
再
保
険
の
形
式
に
よ
り
他
の
舎
員
に
割
営
て
る
。
従
っ
て
、
我
が
闘
の
所
謂
保
険
プ

l
y
に
於
て
は
、
同

有
の
保
険
プ

l
y
に
於
け
る
如
〈
中
央
の
共
同
計
算
所
へ

9
ス
ク
を
投
入
し
、
そ
こ
で

p
ス
ク
の
完
全
な
融
合
を

躍
に
る
後
、

こ
れ
を
一
定
比
率
に
よ
り
各
合
員
に
割
時
間
て
る
と
い
ふ
操
作
は
み
一
く
行
は
れ
な
い
。
こ
冶
で
は
、
単

な
る
再
保
険
と
同
じ
ゃ
う
に
、
元
受
契
約
に
つ
い
て
損
害
が
殺
生
す
れ
ば
、
ぞ
の
元
受
保
険
者
が
他
の
合
員
に
こ

れ
を
通
知
し
そ
の
各
互
の
再
保
険
額
に
従
っ
て
支
排
を
求
め
る
の
で
め
る
。

rか
ら
、
命
日
員
の
連
帯
責
任
と
い
ふ

こ
と
は
起
ら
な
い
。

舎
員
は
割
常
て
ら
れ
た
る
再
保
険
の
限
度
に
於
て
の
み
責
任
ぞ
も
つ
だ
け
で
あ
る
。

従
っ
て
、

こ
の
再
保
険
組
織
は
固
有
の
意
味
の
保
険
プ

l
y
か
ら
明
か
に
除
外
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旬
。
人
々
は
こ
〉
に

亡ruciger，G.， Die Praxi.r.; der RV. S. 256 自主5.(!;) 
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於
て
も
保
険
プ

1
Y
概
念
の
正
し
い
把
握
を
遂
げ
て
ゐ
な
い
。

ア
メ
リ
カ
に
於
て
、
保
険
プ
ー
ル
と
謂
は
る

L
も
の

L
多
く
は
、
我
が
酬
に
謂
は
ゆ
る
保
険
T
l
ル
と
同
一
組
織
で
あ
れ
。

目
、
保
険
ブ

l
ル
の
業
務
機
関
と
保
険
ブ
ー
ル
曾
員
の
構
成

保
険
プ

l
y
が
業
務
を
執
行
す
る
た
め
に
必
要
と
す
る
機
闘
は
一
一
般
に
次
の
一
二
つ
で
あ
る
。

ー晶

、

プ

l
y
組
合
同
百

E
一5
3
Z
E
E
-】
的
)

。フ

l
y
監
査
命
日
百
c
c
z
z
z
n
U
5出
)

一品

百

:、

プ
!
士
事
務
明
日
グ
巳
宮
山
口
宮
宮
川
門
広
一
円

6
2
0一〈
2
2一円ロコ向

J

ご
ha

で
脊
々
の
庶
ち
に
気
づ
〈
で
あ
ら
う
こ

2
は
、
こ
の
保
険
プ
ー
ル
の
業
務
執
行
機
閥
の
名
が
一
般
の
株
式
合
枇
四
そ
れ
に
甚
だ
よ
く
似
て
ゐ
る

と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
翠
に
名
前
山
類
似
だ
け
で
な
〈
、
資
質
上
、
こ
れ
ら
の
機
蹴
の
職
能
、
そ
れ
ら
相
互
問
。
附
係
等
に
於
て
株
式
合
批

の
そ
れ
と
略
々
同
一
で
る
か
。
従
っ
て
、
こ
L

で
な
す
こ
れ
ら
業
務
機
闘
の
託
明
も
梯
〈
簡
単
に
と
ピ
め
る
。

-
、
プ

IMW舗
曾
プ
ー
ル
の
会
合
員
に
よ
っ
て
構
成
せ
ら
れ
る
最
高
政
策
決
定
の
機
闘
で
あ
っ
て
、
事
業
規
定
の
設
定
と
鑓
夏
、
符

U
の
入
曾

並
び
に
脆
舎
、
保
険
料
率
・
怯
除
手
数
料
・
諸
保
険
保
件
の
設
定
、
合
員
四
持
込
額
並
び
に
合
目
へ
の
剖
首
額
の
決
定
、
プ
ー
ル
品
目
長
並
び
に
股
査
役
等

の
役
員
の
選
任
、
等
に
つ
い
て
議
決
を
な
す
。
こ
れ
ら
の
事
項
の
議
決
に
つ
い
て
は
命
日
の
投
尽
の
多
数
に
従
っ
て
訂
は
れ
る
。
附
し
て
、
そ
の
議
決

投
票
権
に
つ
い
て
各
合
目
同
一
の
技
延
様
を
も
っ
と
は
限
ら
な
い
。
寧
ろ
、
一
般
に
は
、
最
も
合
川
目
的
に
、
各
令
引
の
参
加
割
常
に
よ
っ
て
投
票
棋
が

定
め
ら
れ
る
。
例
へ
ば
、
プ
ー
ル
全
保
有
契
約
額
の
う
ち
各
令
貝
の
持
込
み
た
る
額
主
た
は
ず

l
b
よ
り
件
合
同
へ
割
合
て
る
慨
に
従
っ
て
投
梨
擢
の

限
度
が
定
め
ら
れ
る
。

二
、
プ
ー
ル
監
査
曾
プ
ー
ル
合
員
。
う
ち
7
1
1
M
組
合
よ
り
選
任
せ
ら
れ
た
る
数
名
。
段
査
役
に
よ
っ
て
構
成
せ
ら
れ
る
。
プ
ー
ル
の
業
務
執

行
に
つ
い
て
プ
ー
ル
事
務
所
を
此
査
す
る
こ
と
を
も
っ
て
そ
の
職
能
と
ナ
る
。
そ
り
職
能
は
株
式
合
制
に
於
け
る
監
査
役
の
そ
れ
と
全
く
同
一
で
あ
る
。

三
、
プ
ー
ル
事
国
荷
府
プ

l
ル
固
有
の
事
務
一
一
切
を
執
行
す
る
機
闘
で
あ
っ
て
詞
は
V

プ
ー
ル
四
本
捜
を
構
成
す
る
も
り
で
あ
る
。
そ
り
事
務
は

保
険
プ
ー
ル
に
つ
い
ず

七
日町

第
五
競

七

第
四
寸
三
宅

これについては、 Jluehner，S. S.， op. c:i.t， p. 158.162. 
5iindig， J. P.， a. ，.. 0.，5 . 19 
これについては、 Sandi日， T. P.， :1. a. 0."日.20 1f. j Wagner， H.， a. a. 0.， S. 
27.; Crnciger， G.， Die :Prixis.，' s. 94. j :n凹 rmannsdorfer，F.， Technik， S. 37.;' 
Thorin， P.; op. cit:. p. 44. a. a. 0.， S. 64 
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保
険
プ
ー
ル
に
り
い
て

第
四
卜
三
谷

二

L

L

4
u
r
H
 

第
五
披

一・

ノ、

特
別
に
設
け
ら
れ
た
る
事
務
所
に
於
て
行
は
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
多
〈
は
合
員
の
う
ち
の
い
づ
れ
か
一
世
が
自
社
内
に
事
務
所
在
設
け
そ
の
事
務
を

措
討
す
る
。
持
込
契
約
の
受
理
、
契
約
の
創
刊
局
、
保
険
料
・
損
害
填
補
金
等
に
つ
い
て
の
精
算
、
費
用
の
計
算
と
そ
り
分
櫓
等
を
も
っ
て
そ
の
主
要
業
務
と

す
る
。
(
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
遺
第
五
節
「
保
険
プ
ー
ル
の
技
術
的
方
法
」
参
照
)

設
、
な
ほ
プ

1
1
M
の
規
模
の
大
な
る
と
き
は
こ
り
三
者
の
ほ
か
に
プ
ー
ル
業
務
委
員
令

(HERM-ROE-zprE55守
口
)
が
設
け
ら
れ
る
。

式
曾
枇
に
於
け
る
坂
締
役
品
目
白
如
寺
地
位
・
職
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
般
の
株

序
で
に
、

保
険
プ

1
Y
合
員
の
構
成
に
つ
い
て
一
一
目
し
た
い
。

最
も
普
通
に
は
、

保
険
プ

l
y
合
員
は
持
込
命
日

社
古
川
巾
巾
山
口
げ
江
口
m仕
え

z
p
m叩に印
n
z
r三
一
し
め
る
と
同
時
じ
ま
に
訓
山
首
引
受
命
H

枇

(ιH;ιWMMH叫
ん
と
門
口
の

nM町一
R
g
r口)

で
も
あ
る
。
併
し
、
必
干
し
も
常
に
保
険
プ

1
Y
は
こ
れ
ら
二
つ
を
同
時
に
粂
ね
る
合
員
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ

持
込
は
少
し
も
な
き
ゃ
し
て
割
嘗
の
引
受
の
み
に
奥
る
曾
員
全
日
巾

=E『
巳
山
口
O
F
E
2
号

の目印町一一回口
E

『
門

g
吉
田
町
宮
山
口

z
r
c
B
B
g〔
同
町
口
百
円
m
z
E
2
)
を
も
っ
プ

!
Y
も
存
在
す
る
。

れ
る
と
は
限
ら
な
い
。

(
第
五
節
商
併
参
照
)

こ
の
揚
合
、
一
般
的
に
い
へ
ば
、
持
込
と
引
受
と
を
同
時
に
粂
ぬ
る
令
貝
は
一
疋
受
保
険
専
門
の
命
枇
で
あ
り
、
持
込
は
な
さ
ず
引
受
O
み
を
な
す
合

員
は
再
保
険
専
門
の
令
祉
で
あ
る
。

従
っ
て
、
見
方
を
換
へ
れ
ば
、
「
保
険
プ

l
y
合
員
は
一
般
に
元
受
保
険
合
枇
で
あ
る
が
、

保
険
合
同
枇
も
亦
プ

l
y
命
日
員
た
り
得
る
資
格
を
も
っ
」
と
言
ふ
こ
と
が
出
来
る
ο

理
論
の
上
で
は
克
に
進
ん
で
再

こ
の
ほ
か
に
、
純
再

保
険
専
門
の
舎
枇
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
プ

1
Y
色
考
へ
ら
れ
得
る
。
葦
し
、
再
保
険
専
門
舎
祉
と
雄
も
引

受
能
力
並
び
に
危
険
の
融
合
に
は
限
度
が
あ
る
が
故
に
、
同
業
者
相
集
り
て
保
険
プ

l
y
を
構
成
す
べ
き
必
要
に

迫
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
併
し
、
貰
際
上
に
は
、
低
迷
の
や
う
に
、
保
険
プ

l
y
は
適
賞
な
る

再
保
険
市
場
の
快
如
の
た
め
に
元
受
保
険
者
に
よ
っ
て
組
織

5
れ
る
の
を
普
通
と
す
る
を
も
っ
て
、

プ

l
y
合
員

Cruciger， G.， Die Pr日 isd.. RV.， S. 254. ~ 8. 
Herrmannsdorfer， F.， Technik， S. 37・
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の
多
〈
は
元
受
保
険
者
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

玉
、
保
険
ブ
ー
ル
の
技
術
的
方
法

先
づ
、
保
険
プ

i
y
に
於
て
は
持
込
ま
れ
る
危
険
が
同
種
性
を
も
つ
こ
と
を
要
す
る
。
郎
ち
、
原
則
と
し
で
一

つ
の
保
険
プ

l
y
は
た
ヨ
一
種
類
の
危
険
の
み
を
取
扱
ふ
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
保
険
プ

l
y
に
と
っ
て
基
本
的
な

技
術
的
保
件
で
あ
ム
o

蓋
し
、
こ
れ
ば
、
保
険
技
術
上
保
険
料
の
基
礎
崎
算
定
が
同
種
危
険
に
つ
い
て
行
ほ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
理
由
に
息
〈
ほ
か
に
、
営
該
保
険
契
約
懐
伴
や
プ

l
v
規
約
を
定
め
る
上
に
同
種
の
危
険

ヤ}尉副知帆

f
品
川
本
会
わ
ら
い
収
戎
p
h
p

了
〉
E
e
y
f
l
v
-
-
一軍
'
v
v
v
十
兎
益
い
も
勺
ら
す
戸
、
f

つ

σら
え
d
c

?

ー

l
J
(
4
1
1
4
4

町

1

7

ノ

l

1

J

j

A

1

3

J

!

7

¥

イ

1Jf' 

力B

t 
I :t 
戸三面

、
，
、

ハ
戸
国

保
険
プ

l
y
は
屡
ミ
、

巌
格
に
同
一
種
麗
の
保
険
の
み
に
限
る
こ
と
な
〈
閲
聯
の
め
る
若
千
種
類
の
保
険

を
も
同
時
に
同
一
プ

l
y
に
於
て
取
扱
っ
て
ゐ
名
。
例
へ
ば
、
同
一
の
航
空
保
険
プ

l
y
が
航
空
機
盟
保
険
・
航
空

貨
物
保
険
・
航
空
傷
害
保
険
・
航
空
機
責
任
保
険
等
を
取
扱
ム
如
き
で
あ
も
o

け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
貫
質
上
は
幾
つ

か
の
保
険
プ

l
y
た
る
も
の
が
一
つ
の
プ

l
y
に
集
め
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
と
見
倣
す
べ
き
で
あ
る
。

加
盟
曾
員
は
所
定
の
危
険
を
必
で
プ

1
Y
に
持
込
む
こ
と
を
要
す
る
。
郎
ち
.
往
今
、

グ
ッ
ド
・

9
ス
グ
に
つ

い
て
な
さ
れ
る
や
う
な
謂
は
ゆ
る
「
呑
み
行
魚
」
が
禁
ぜ
ら
れ
る
。
併
し
、
原
則
'
と
し
て
、

一
物
件
の
元
受
保
険
額

の一

O
O
M
m
を
プ

l
y
へ
持
込
む
こ
と
を
得
な
い

元
受
額
の
何
4
F
か
幾
許
金
額
か
は
必
や
こ
れ
を
自
祉
に
保
有

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
を
他
へ
再
保
除
す
る
こ
と
も
許
き
れ
な
い
円
。
蓋
し
、
も
し
舎
員
が
元
受
額
の
全
部
を

保
険
プ
ー
ル
に
つ
い
て

第
四
十
一
一
一
巻

七
四
五

第
五
競

;I!l 

Wagner， H.， <1. a. 0.， S. 26. 27 
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保
険
プ
ー
ル
に
つ
い
て

第
四
十
三
ぎ

七
四
六

第
五
競

O 

プ
l
y
し
得
る
と
せ
ば
合
員
は
直
接
に
は
自
己
の
割
嘗
額
し
か
プ

l
y
に
利
害
関
係
を
も
た
な
い
と
こ
ろ
よ
り
、

ま
に
或
る
場
合
に
は
再
保
険
手
致
料
欲
し
さ
じ
惑
は
さ
れ
て
、

ふ
弊
容
を
生
宇
る
か
ら
で
あ
る
。

バ
ッ
ド
・

9
ス
ク
だ
け
ぞ
プ

l
y
に
持
込
な
と
い

け
れ
ど
も
、
資
際
に
於
て
は
、

f

l
ル
の
一
恥
扱
ふ
保
険
の
河
別
に
よ

P
、
主
た
、

f

l
ル
E
林
成
す
る
保
険
者
間
の
利
市
中
山
共
同
附
係
の
特
接
な
る
坊

ム
H

に
は
、
次
の
や
う
に
各
A
W
H
の
一
冗
受
契
約
の
金
制
持
込
を
要
求
す
る
保
険
プ
ー
ル
も
存
在
す
る
。

保
険
プ
ー
ル
契
約
締
羽
「
各
持
込
合
此
ハ
ソ
ノ
引
受
ウ
グ
ル
冗
受
辿
訟
保
険
・
共
川
保
除
・
任
芯
川
保
険
ノ
金
制
ヲ
プ
ー
ル
ニ
町
込
ム
日
ト
ヲ
要
ス
ィ
」

、，

J

-

ー、

力
〈
1
L

マb

-
冗
妥
契
約
制
の
う
も
所
定
の
白
恥
保
有
義
務
限
度
を
超
越
す
と
制
が
プ

I
Y
へ
持
込
ま
れ
毛
わ
り

で
あ
る
。
而
し
て
、
こ
の
超
過
額
の
持
込
の
場
合
に
も
、

の
最
高
引
受
限
度
を
定
め
て
ゐ
る
。

一
般
に
。
7
i
y
は
一
保
険
謹
券
一
物
件
に
つ
き
プ

1
Y

こ
れ
は
プ

l
y
が
持
込
危
険
の
保
険
余
額
の
平
均
化
を

い
ふ
ま
で
も
な
く
、

園
る
た
め
で
あ
っ
て
、

五
日
々
は
こ
う
に
保
険
プ

l
y
と
睡
も
一
件
嘗
り
無
制
限
な
る
引
受
能
力
を
有
す
る
も
の
で

な
い
こ
と
を
知
り
得
る
の
で
あ
る
。
保
険
プ

l
y
の
引
受
能
力
に
針
す
る
過
信
の
深
〈
警
h
u
べ
き
所
で
あ
る
o

各
舎
員
が
保
険
プ

1
Y
へ
一
冗
受
契
約
を
持
込
h
u
場
合
に
於
て
は
、
す
べ
て
元
受
保
険
僚
件
の
ま
〉
に
て
、
従
つ

て
、
例
へ
ば
、
保
険
料
・
保
険
契
約
保
件
・
保
険
契
約
貨
幣
等
も
す
べ
て
原
契
約
の
ま
〉
に
て
こ
れ
を
な
す
べ
き
で

あ
る
。

こ
れ
は
一
般
の
再
保
険
契
約
に
於
け
る
と
金
・
¥
同
一
で
あ
る
。

保
険
プ

l
y
は
曾
員
に
よ
っ
て
持
込
ま
れ
七
る
危
険
を
一
定
の
割
合
に
従
っ
て
再
び
各
曾
員
に
割
嘗
て
る
。
而

し
て
、

こ
れ
は
具
瞳
的
な
保
険
契
約
を
割
嘗
て
る
の
で
は
な
〈
プ

I
Y
が
引
受
け
た
る
契
約
金
曜
に
つ
き
生
じ
に

る
保
険
料
・
損
害
填
補
額
等
の
耽
入
並
び
に
文
出
ま
た
は
そ
の
計
算
の
結
果
を
割
常
て
る
の
で
あ
る
。

こ
の
割
営

P.， op. cit. p. 44.， 

Siindi g， J. P目， a. a. 0.， S. 26. 
CruCIger， P.， Diie Praxis der RV目， S. 253. c， 4・
Tho~in， P.， op. cit. p・44・， a. a. 0.， S. 64. j HeuIILil.nnsdorfer， F.， Technik， S. 
6芝居 3
Cruciger， G.， Die Praxis deτRY.， S. 253. e 5.; Tborin， 
•. a. 0.， S. 64・
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比
率
の
算
定
に
は
原
則
と
し
て
前
年
度
の
持
込
額
ま
た
は
持
込
保
険
料
の
高
き
が
基
準
と
し
て
用
ひ
ら
れ
か
が
、

ま
た
、
合
員
の
資
本
力
ま
た
は
給
付
能
力

6
考
慮
3
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
は
、

な
ほ
、
既
遮
白
如
〈
、
保
険
プ
ー
ル
は
持
込
合
祉
の
み
よ
り
組
織
さ
る
与
と
は
限
ら
ず
持
込
を
な
さ
ず
皐
に
割
官
り
み
引
受
け
る
合
世
も
あ
る
。
こ

」
れ
を
扶
除
し
、

そ
の
後
に
残
僚
の
部

の
宇
う
な
プ
ー
ル
に
於
て
は
、
割
常
卒
の
算
定
に
は
前
も
っ
て
訓
常
の
み
に
奥
か
る
令
祉
の
制
官
率
を
定
品
、

分
を
他
の
A
W
員
に
割
常
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
と
同
様
に
、
次
に
越
ぷ
る
申
う
に
プ
ー
ル
が
プ
ー
ル
の
外
に
立
つ
再
保
険
者
に
再
保
険
を
な
す

場
合
に
は
こ
四
一
丹
保
除
し
た
る
部
分
を
拍
車
め
性
除
し
て
合
員
へ
の
割
岱
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
円
。

←一一プールへの持込

‘ プールよりり引受

←一四回アウト十イダーへの川保険

A， B， C， D，E丸持込並びに日!:JTl令市t

G， H，引受のみの令市士

X，アウトサイダー(再1.!t:C.i;t角低)

〉¥

功JE

プ

l
y
事
務
所
は
、

必
要
と
認
れ
げ
る
場
合
に
は
、

合
員
の
持
込
町
制

の
戎
る
郎
分
以
牛
プ

l
y
の
外
に
立
つ
舟
保
険
命
日
枇
「
い
再
保
験
す
る
こ

l
-
B
1
4
5
'
コ

と
士
川
tt予

Z
L
こ
の
此
初
公
の
一
料
保
険
に
於
で
知
己
り
と
出
先
約
形
式
L」

比
例
的
再
保
険
と
定
年

期
損
害
超
過
額
再
保
険
と
の
会
開
形
式
が
用
ひ
ら
れ
る
。

し
で
は
、

超
過
額
再
保
険
契
約
の
ほ
か
に
、

な
ほ
、

ア
ク
ト
サ
イ
ダ
ー
と
の
聞
に
成
立
す
る
存
保
険
の
僚
件
は
、

佃
J

干の

合
一
枇
が
皐
濁
に
再
保
険
市
場
に
封
し
て
な
す
場
合
よ
り
色
、

有
利
な
る
を
普
通
と
す
る
。

著
し
く

任
逃
の
や
う
に
、

保
険
プ

I
Y
は
危
険
の
凸
沼
会
な
る
融
合
と
相
互
的
割
常
と
に
よ
っ
て
構
成
き
れ
る
!
一

「
ノ
、
ノ
日
比
』

J

F

山

ν
wな
ι

命
共
同
盟
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

こ
の
こ
と
は
、

反
面
ま
た
、

プ
I
Y
の
業
績
の
決
定
的
致
呆
が
一

A

骨
H

員
の
掌
中

保
険
プ
ー
ル
に
つ
い
て

第
四
十
三
省

一

七
四
七

第
五
披

T 

'-

¥:V agner， I-I.， a. a. 0.， S. 25・ H1ernnarmsdorfeT:1F.， Technik， S. 21. j Cruciger，. 
G.， Die Praxis der RV.， S. 254. ~ :3 
Cruciger， G.， Ver白百~ntlicb.ungen叩 Et. :¥8. S 空91，292. 
Cruciger， G.， Die Pロヌisder RV....日巧4.~ 8 
Thorin， P.， op. cit.， P・44・， a. a. 0.， S. 65. ; Cr1.1ciger， G..::， Ver・3町entlichungen，
Ht. 38. S. 292・ ij514) \Vl~!.n::r， 1-1.， a. 3..-O~， S. 26. 
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保
険
プ
ー
ル
に
つ
い
て

第
四
十
三
巻

七
四
八

第
五
銃

一
一

に
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
意
味
す
る
。
た
と
ひ
或
る
合
員
が
輝
か
し
き
契
約

(
白
山
口
問
]
山
口

N
m
E
B
の
町
田
門
}
】
白
骨
)
を
プ
!

Y

に
持
込
ん
だ
と
し
て
も
、

プ
l
y
杢
盟
、
従
っ
て
、
そ
の
命
日
枇
ま
で
も
損
勘
定
に
終
る
こ
と
が
あ
り
、
反
割
に
、

合
同
日
只
が
単
調
の
場
合
に
は
営
然
快
損
を
来
に
し
た
で
あ
ら
う
と
い
ふ
と
き
に
も
共
同
町
計
算
の
た
め
に
利
益
に
奥
か

ぶ
と
い
ふ
結
町
市
合
も
惹
起
す
。
従
っ
て
、

各
人
官
員
以
自
己
の
行
動

2
プ
l
y
の
成
績
と
の
聞
に
直
接
的
聯
闘
を
無

調
し
勝
ち
で
み
る
。
彼
等
は
躍
と
持
込
h
u
y
丸
グ
に
封
し
て
無
立
任
に
な
り
易
い
。

fL 

/)  

L、

t;主
持
~}\.. 

tr 
リ

ス

P
-
t
こ
ま
条
半
日

J

下
‘
ふ
机
K
T
9
5
艶
伝

ry-37lv
省
吾

r
-
L』民
f
3
z
u
L
:
F
e
t白
雪
¥
・
3
1
1
4
3

J

‘
b
t
j
必
叩

v
，A
j
〆
L
-
p
t
4
A
1
イ
J

，，
4
f
d
F
E
2
6
t
'
P〆
三
乞
ヨ
k
q
z
f
v
t
ヨ
P

E

4

/

v

f

t

p

h

d

k

-

K

1

C

A

J

f

b

込
町
内

a

〈

ふ

μ

上
に
は
殆
ん
ど
殻
呆
を
奏
し
符
な
い
。

障は

H
4
4

1
4
L守
ι
J

--〕ノ--、

ふ
J
4
い

c
'
t

プ
I
Y
に
於
て
は
、
前
述
の
如
〈
、
命
日
員
を
し
て
百

μ
の
持
込

を
許
さ
守
、

一
定
額
を
自
枇
に
保
有
せ
し
め
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
他
へ
再
保
険
す
る
こ
'
と
を
も
禁
止
し

t
ゐ
る

の
で
あ
る
が
、
夏
に
ま
た
、
各
舎
員
を
し
て
自
世
の
持
込
契
約
の
経
過
に
関
心
を
も
た
す
べ
〈
、
持
込
分
に
つ
い

て
優
先
的
利
盆
配
雷
(
〈
C

コ
志
向
帯
電

EZZE--mgm)
の
規
定
を
設
け
る
の
を
普
遁
と
す
ム
。
卸
ち
、

一プ

l
y
許

算
期
間
に
於
け
る
自
己
の
杢
持
込
9
ス
ク
に
つ
い
て
、
保
険
料
が
損
害
填
補
額
を
超
過
し
て
、
差
盆
eT
現
は
す
な

ら
ぱ
プ

l
y
金
躍
と
し
て
の
許
算
成
果
の
如
何
に
拘
ら
十
優
先
的
に
l
l
普
通
の
成
果
割
営
に
先
き
立
っ
て

l
i

利
益
配
営
に
奥
り
得
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
な
ほ
、

こ
の
優
先
的
利
盆
配
嘗
に
は
、
持
込
分
が
差
盆
を
生
じ
た
る

合
員
に
劃
し
同
一
の
比
率
を
も
っ
て
す
る
も
の
と
差
益
率
の
高
き
に
よ
っ
て
段
階
を
設
け
る
も
の
と
の
こ
種
が
あ

る
。
次
に
一
不
す
計
算
例
の
如
き
は
前
者
に
属
す
る
。

な
ほ
、
乙
の
計
算
例
に
於
て
は
、
持
込
P
ス
タ
が
差
損
を
示
し
た
る
合
員
C
ほ
、
た
ピ
優
先
的
利
益
配
常
の
特
典
を
失
ふ
と
い
ふ
だ
け
v
h

と
ピ
宮
つ

15) 16) CTuciger， G.， Die Pr::r.xis der RV.， S・91.

17) Herrmannsdorfer， F.， Technik，. S. 76. 77・ Cruci昨r~ C;"J Veröffentlichungen~ 
~t. }8，_ S. 291. Wagner， "H.， a. a. 0.， S. 25.; Thmin" P'10P.口t.，P・44.，m. a 
0.， S. 65. 
Cruciger， G.， Di:e Pnixis der RV.， S. 92. 
Sandig， J. P.， 3. 3. 0.， S. 45・
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入

か
宇
う
な
曾
員
に
は
そ
の
差
損
額
の
何
%
か
り
負
婚
を
要
求
す
る
も
の
も
あ
る
。
尤
も
そ
の
差
損
負
櫓
比
率
は

優
先
的
利
盆
配
営
率
よ
P
も
低
い
の
を
原
則
と
す
白
。

上回82.000MKの容~~~~

-一一合員|訓岱率 1 割
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C "1" 41.000 
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1) 型J'自動対話りに上掲椿込保険料額の比を表はすロ

合員の損益勘定

一 一一一合員|フ"-Jリり受盟フレヘ納

A 52.01l0MK I 

80廿00

額

113.667 

A 

B 

プ
l
y
事
務
所
に
於
け
る
計
算
は
普
通
に
年
四
同
行
は
れ
る
。

合
同
え
は
プ

l
y

は
保
険
料
・
損
害
填
補
金
等
に
闘
し
毎
月
プ

l
y
へ
通
知
す
る
の
で
あ
る
が
、

季
)

B 

C 

絡
了
後
一
定
期
日
ま
で
に
営
該
期
間
の
経
過
計
算
書
伝
プ

l
y
事
務
所
へ
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
て
、

へ
持
込
み
た
る
契
約
に
つ
い
て

夏
に
、

年
四
同
常
該
計
算
期
間
(
年

こ
れ
を
受
取
り
た
る
プ

l
y
事
務
所
は
こ
の
経
過
計
算
書
提
出
期
日
後
一
定
日
数
以
内
に
プ

I
Y
の
杢
業

保
険
プ
ー
ル
に
づ
い
て

第
四
十
三
巻

七
四
九

第
五
旗

一
一

Cruciger， G.J Die Prnxls der RV.， S. 92.; d~~rselbe ， Ver白白entlichungen，I-It・ 38.
S. 291. 

Crnciger， G.， Die Praxis der RV.: S. :;~5 日・ i! 12. 
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保
険
7

1
ル
に
つ
い
て

第
四
十
三
巻

第
五
披

四

七
五

O

務
に
つ
き
組
経
過
計
算
書
を
各
合
員
に
交
付
す
る
。
か
く
し
て
計
算
き
れ
七
る
残
高
は
一
定
期
日
ま
で
に
プ

l
y

事
務
所
を
通
じ
て
借
方
側
よ
り
貸
方
側
へ
支
捕
は
れ
る
。

で
あ
る
。

そ
の
計
算
手
績
は
慨
し
て
手
形
交
換
所
の
そ
れ
と
同

資
本
力
の
ょ
ん
な
る
ん
刊
H
M
の
み
か
ら
組
純
古
れ
る
プ
ル
白
山
崎
る
も
の
に
於
て
は
、

高~(

~ll 

i江
11 
6~ 

四
II~J 
司T

:L 
残

i!o 
T舟
は

11再
L 

い
で

ゐ

い)

い
ふ
宮
で
な
〈
、
叶
問
『
リ
川
決
前
の
行
は
れ
る
空
で
は
、
作
人
刊
川
い
れ
ば
白
耐
に
抑
υ
礼
一
主
れ
た
る
川
刊
険
料
は
こ
れ
を
円
山
に
使
川
す
る
}
と
が
出
来
乙
が
、
反

斗
川
二
』
、
ご
〉
川
り
こ
造
氏
ド
に
ト
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川口、
uh自
由
、
司

J
E
z
-
-
L
F
」
亡
こ

L
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一
号
U
N
H
h川
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7
L
Z
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a
'
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K
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F
L
E
-
-
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、足
1
4
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:
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t

t
日
7
-
4
2
L
C
J
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一

戸

t

、
F

見
呼
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9
ト

F
むし
H
1め
〈
11
一
b
u
p
J
E
R
l
山
佐
じ
ド

i

目、
t
止

す

t
p
e

〉

J

i

'
r
1
1
1
d
E
J
t
J
、山q

吋
三
一
『
こ
斗
叫
4ド
1

3
作

品

川

Z
・、JL尽
長
円
肘
1
r
r
コ
リ
片
貝
一

1
d「e

y

d『
F
l
p
p
o
l
Jノ+ーに
r
t
h
巧
h
e

一A
2
2コ
イ
ん

Y
E
r
u
q
4制

I

，T
u
h川
4
4司

Z

同
掛
々
困
難
な
ら
し
め
る
c

」
れ
に
劃
す
る
倒
訟
と
し
て
棋
寄
割
J
h
川
甑
前
排
の
制
度
志
向
吉
島
内
包
括
Z
m
n
r
f
E
)
が
設
け
ら
れ
る
。
例
へ
ば
、
次

そ
こ
で
、

に
示
す
如
〈
で
あ
る
。

保
険
プ
ー
ル
契
約
僚
項
J

プ
ー
ル
ノ
負
推
ス
ベ
キ
損
昔
ガ
一
阿
ニ
テ
マ
ル
ク
ノ
制
-
一
建
ス
ル
場
合
-
一
七
山
チ
=
ソ
ノ
損
害
ヲ
受
ケ
ダ
ル
合

員
ハ
他
ノ
合
員
ヲ
シ
テ
岱
該
分
強
金
ヲ
速
-
一
文
梯
ハ
シ
ム
ル
ヤ
ウ
プ
ー
ル
事
務
所
Z

要
請
ス
ル
コ
ト
ヲ
ね
。
何
ペ
ヨ
ノ
損
持
前
械
金
支
梯
ノ
期
日
マ

デ
一
一
満
期
ノ
到
来
シ
タ
ル
何
等
カ
ノ
債
権
ヲ
有
ス
ル
ト
キ
ハ
ソ
ノ
債
椛
矧
ハ
コ
レ
ヲ
持
除
シ
符
ル
モ
ノ
ト
ス
。
上
旬
ノ
要
請
ヲ
受
ケ
タ
ル
プ
ー
ル
事
務

所
ハ
各
合
員
-
一
ツ
ノ
分
櫓
額
ヲ
温
告
シ
直
千
二
コ
レ
ヲ
支
梯
フ
ベ
ク
催
告
ヲ
伐
ス
ヲ
要
シ
、
マ
夕
、
各
市
民
ハ
ソ
ノ
分
櫓
制
ヲ
庇
チ
-
-
地
ク
ト
モ
佐
世

〉

ノ
通
知
ヲ
受
ケ
タ
ル
日
ヨ

H
八
日
以
内
ユ
ハ
損
害
ノ
前
排
ヲ
求
メ
タ
ル
合
員
-
一
文
梯
フ
コ
ト
ヲ
要
ス
O

」

な
ほ
、
こ
の
損
害
前
梯
金
に
つ
い
て
は
借
受
合
一
世
よ
り
前
梯
令
一
位
に
劃
し
て
借
受
日
よ
り
決
済

H
ま
で
の
終
週
市
教
に
つ
き
利
子
が
主
排
は
れ
る
。

6
 

2
 

而
し
て
、
そ
の
利
率
に
は
ド
イ
ツ
ド
ド
於
て
は
一
7

イ
ヒ
ス
・
パ
ン
グ
の
手
形
割
引
率
が
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
如
く
で
あ
る
。

本
来
、
「
危
険
の
平
均
」
の
原
則
の
上
に
立
ち
、
各
命
日
員
ま
た
無
限
責
任
会
負
ふ
て
ゐ
る
が
た
め

準
備
金
を
設
く
る
必
要
を
色
た
な
い
日
。
合
同
員
が
元
受
し
た
る
ヲ
ス
ク
に
つ
き
各
自
で
準
備
金
々
設
く
る
の
必

要
は
勿
論
め
る
け
れ
ど
も
、
プ

l
y
自
身
は
準
備
金
伝
も
つ
要
は
な
い
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、

保
険
プ

l
y
は、

、寅
際
に
於
て
は
、

プ
I
Y
は
例
外
な
し
に
準
備
金
制
度
を
設
け
各
合
員
よ
り
そ
の
割
営
率
に
臆
じ
で
準
備
金
を
徴
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プ
l
N
に
持
込
ま
れ
た
る
リ
ス
ク
が
非
常
に
不
利
盆
な
る
結
果
を
来
た
し
た
る
場
合
に
於
げ

る
曾
民
の
負
櫓
'
ぜ
調
整
し
ゃ
う
L
)
す
る
目
的
に
出
だ
も
の
で
あ
る
。

し
て
ゐ
る
。
蓋
し
、

プ
l
w
事
務
所
に
於
け
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
、
合
同
員
が
そ
の
割
常
率
に
従
つ
で
負
揖
す
る
の
で
あ
る
。

な
は
、
プ

l
y
事
務
所
以
外
の
鰹
突
で
あ
っ
て
も
、
ぞ
れ
が
プ

l
y
へ
持
込
み
に
易
契
約
に
闘
し
て
曾
員
に
よ
っ

。ブ

l
y
共
同
盟
金
贈
の
負
擦
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、

る
糧
費
と
同
様
に
符
合
員
に
割
営
て
ら
れ
る
。

プ
l
y
事
務
所
に
於
け

て
費
さ
れ
た
る
も
の
な
る
限
り
、

以
上
、
保
険
プ

l
p
に
つ
レ
て
、
そ
mw
意
義

-
E的
圃
職
能
・
機
構
等
に
闘
し
考
締
役
詑
げ
仁
L
I
Z」
4
h
f
あ
4
D

炉、

菩
冷
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
世
上
一
般
に
保
険
プ

l
y
と
い
は
る
〉
多

t
の
も
の
?
っ
ち
何
れ
が
回
有
の
意
味
の

そ
れ
な
り
ゃ
を
排
別
す
る
こ
と
を
得
、
こ
の
固
有
の
意
味
の
保
険
プ

1
Y
こ
そ
賞
に
保
険
企
業
の
合
理
的
経
傍
方

法
と
し
て
再
保
険
の
放
果
を
充
分
奉
げ
得
る
形
態
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
得
た
の
で
あ
る
。

こ
出
に
於
て
、
町
民
十
品
目
、

1
l
 

こ
の
稿
の
最
初
に
遮
ぺ
た
る
目
的
を
達
し
、
固
有
の
意
味
の
保
険
プ

l
y
の
会
〈
快
如
せ
る
我
が
保
険
市
場
に
こ

の
稿
を
贈
ら
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
(
二
・
八
・

3

保
険
T
l
b
に
つ
い
て

e

策
四
十
=
一
巻

第
五
時
酬

一
三
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七
五
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